妊産婦健康診査費用助成事業のご案内

１　対象者
受診日に木津川市に住民登録がある方

※受診日に木津川市外に転出されている場合は、助成対象外となります。転出先市区町村へお問い合わせください。
※母子健康手帳・妊産婦健康診査受診券の交付より前に受診された健診は、助成対象外となります。
※流産、死産後の方の産婦健康診査も対象になります。ただし、保険診療の対象となる場合は助成対象外となりますので、産科医療機関にご確認ください。
[bookmark: _Hlk129694857]２　対象の健診項目と助成上限額について（令和８年度）
	健診項目
	助成上限額（円）
	
	健診項目
	助成上限額（円）

	基本受診券①～⑭
	4,830
	
	中期～後期‐B群
	3,800

	前期‐血液①
	3,410
	
	前期‐HIV
	1,090

	前期‐血液②
	７80
	
	前期‐がん
	3,200

	中期‐血液③
	3,410
	
	超音波①～④
	5,300

	後期‐血液④
	1,860
	
	前期‐HTLV－１
	1,590

	前期‐免疫
	5,070
	
	クラミジア
	2,280

	多胎基本受診券①～⑥
	4,830
	
	多胎超音波①～③
	5,300

	産婦健診受診券①・②
	5,000
	


　※上記妊産婦健康診査助成項目に記載のない内容や、保険診療として受診された場合は助成対象外となります。
　※助成上限額を超えた分は、本人負担となります。
　※令和８年４月より前に受診された際の助成上限額は、上記記載の助成上限額と一部異なります。
[bookmark: _Hlk189496037]３　受診券の使い方
木津川市の委託医療機関で健診を受ける場合
次の医療機関等が、委託医療機関です。
・京都府医師会・大阪府医師会・奈良県医師会に加入している医療機関
　　・京都府助産師会に加入している助産所、出張助産師（助産所及び出張助産師の行う健診については基本受診券と産婦健康診査受診券が利用できます）

　　母子健康手帳、妊産婦健康診査受診券を医療機関に持参し、受診してください。
　　　※一部医療機関で使用できない場合があります。
木津川市の委託医療機関以外で健診を受ける場合（日本国内のみ）
　　　母子健康手帳、妊産婦健康診査受診券を医療機関に提示し、必要事項を記入してもらってください。
　　　医療機関では、一旦、健診費用全額をお支払いいただき、後日次の方法により助成の申請をしてください。
　　　　※助成の額は、助成上限額と医療機関等に支払った金額を比較して、少ない方の額になります。
　　　　※助産所で受診された場合は、基本受診券と産婦健康診査受診券が助成対象となります。
　　　【申請に必要な書類】
1 妊産婦健康診査受診券（健診実施日等・健康診査の所見・医療機関名等の欄に医療機関の記入・押印が必要です。また、産婦健康診査に係る助成を受けるには、健診時に受診券裏面の質問票の記入が必要です。）
2 領収書原本　※領収書明細も併せて必要です。
3 母子健康手帳の「妊娠中の経過欄」「妊娠中の検査の記録」の写し
（産婦健診の場合は「出産後の母体の状態」の写し）
4 妊産婦健康診査助成申請書
5 請求書
6 振込先が確認できるもの（通帳、キャッシュカードの写し等）
　　　※④・⑤は市のホームページ、こども家庭支援課窓口で入手していただけます。
　　　
　【申請期限】　受診日又は出産日のうち最も遅い日から１年以内

　　　　【申請場所】　木津川市役所２階　こども家庭支援課

４　受診券のご利用にあたって
受診券には氏名・生年月日・住所をご記入ください。
追加受診券（ピンク色）は、必ず基本受診券（白色）と併せてご使用ください。
産婦健康診査受診の際は、受診券裏面の質問票に記入のうえ、受診してください。

お問い合わせ先　　　　木津川市　こども未来部　こども家庭支援課
〒619-0286　京都府木津川市木津南垣外１１０番地９
TEL　（０７７４）７５－１２０４
　　FAX　（０７７４）７２－０５５３
E-mail　　kateishien@city.kizugawa.lg.jp

